
土壌調査の結果、事業を実施する一部の範囲で、自然由来の「鉛・ひ素・水銀」が、土壌汚染対策
法で定める「溶出量基準」を越えて確認されました。溶出量とは土壌が水に触れた時、水１Lあたり
に溶け出してくる物質の量となります。この基準値は、地下水を70年間、毎日２L飲み続けても健康
に影響が出ない量として設定されています。
周辺の井戸を調査した結果、基準値内であることを確認しましたが、今回の工事では土壌汚染対策

法に基づき、工事範囲を「形質変更時要届出区域」に指定し、工事前～工事後にかけて周囲地下水の
モニタリング調査を行い、継続的に周辺環境の安全性を確認します。
また、事業で発生する土壌については、流出・飛散防止を行いながら適切に処理してまいります。
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■事業概要について  

■土壌調査結果及び対応について    

■今後のスケジュールについて  

県では高森の沢において、土砂災害（土石流）による被害を未然に防ぐことを目的
とし平成30年より砂防堰堤の計画を進めています。
この度、工事用道路整備の工事に着手する見込みとなりましたので、お知らせします。

お問合せ先 
 岩手県 盛岡広域振興局土木部 河川砂防課 砂防チーム 
 住所   ：〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1 
 電話番号 ：019-629-6643（直通）  

本事業を実施するにあたり、御協力いただきありがとうございます。また、計画検討
に時間を要し、御迷惑をおかけしました。今後、早期完成に向けて、安全第一で工事を
進めてまいります。引き続き、御理解と御協力のほどよろしくお願いします。
御不明な点などがございましたら、下記よりお気軽にお問合せください。

砂防堰堤工 １基

工事用道路兼管理用道路
524.3ｍ（今回工事着手） 旧岩手看護短期大学

出典：国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス（2013年撮影）

砂防堰堤とは、土石流が発
生した際に、大きな石や流
木を受け止め、勢いを弱め
る施設です。

今回の工事では、砂防堰堤の
建設や将来の維持管理のため、
工事用道路を整備します。

○工事用道路工事：令和８年夏ごろ着手～令和９年１月25日
※現場状況等により工期が延伸する場合があります。

○水質調査 ：工事用道路工事着手前～砂防堰堤工事完成後１年間まで
○砂防堰堤工事 ：工事用道路完成後着手～
砂防堰堤にかかる詳細な工法や工程などは改めて工事説明会を開催する予定です。
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